
令和８年度 前橋市林業担い手支援事業補助金交付要項 
 

                     令和８年４月６日から適用 

取扱担当課 

   前橋市役所 農村整備課 赤城森林事務所（大胡支所内） 

           電話 ０２７－２２５－２１４１（直通） 

           電子メールアドレス nousonseibi@city.maebashi.gunma.jp 

 

この補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 

交付目的 
本市の林業に従事する担い手に対し、労働安全衛生の推進、技術・技能の向上

を図るため、必要な物品購入や講習会の受講に要する経費の一部を補助すること

により、森林の適切な維持管理を行う人材の育成・確保を目的とします。 
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補助対象者 １ 前橋市内に事業所若しくは営業所を有し、主伐・間伐などの素材生産や植え

付け、下刈りなどの造林・保育事業の実績がある次に掲げる者とします。 

(1) 森林組合 

(2) 森林法第１１条第５項の規定による森林経営計画の認定を受けた者 

(3) 森林経営管理法第３６条第２項の規定の基づき群馬県が公表した民間団体 

【群馬県経営管理実施権設定希望事業者（意欲と能力のある林業経営者）】 

(4) 林業労働力の確保の促進に関する法律第５条第１項の認定を受けた林業事

業体【林業県ぐんまを支える認定事業体】 

２ 市税に滞納のない者 

３ 暴力団排除に関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当すること 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第

77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。 

(2) 暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でない

こと。 

(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。 

(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。 

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと 

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接

的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でない

こと。 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用してい

る者でないこと。 

(8)暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 
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交付の対象

となる事業

及び経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.対象事業 

対 象 事 業  対 象 経 費  

林業労働災害防止対策事業 

 
安全装備品購入支援 

林業従事者の安全確保のため、安全装備品の購入

費用 

労働安全衛生講習受講
支援 

業務に必要な資格取得、安全衛生、技能向上などの

各種講習等の受講費用(交通費等の経費を除く。) 

林業機械化対策事業 

 作業機械等購入支援 作業効率化のために必要な機械器具類の購入費用 

高性能林業機械等(ア
タッチメント)購入支
援 

高性能林業機械等(アタッチメント)購入費用 
※1ベースの重機は対象外 

※2高性能林業機械：従来の林業機械に比べて高い性能

を持ち複数の作業を1台でこなす多工程機械 

スマート林業推進支援 

森林 GIS 解析システムの運用及び森林資源調査に

必要となる物品等の購入費用 
例：解析ソフト、高性能パソコン、情報通信端末、オ

ルソ画像ソフト、林内測量機器等 

森林調査用ドローン購入費用（付属品含む） 
 

交付金額 補助率及び交付金額は次の表のとおりです。 

ただし、千円未満は切り捨てます。また、補助対象事業費は、消費税を除く事

業費とします。 

事業区分 補助率 交付金額 

林業労働災害防止対策事業 

 
安全装備品購入支援 1/2 

以内 

上限額年間300,000円/事業体 

労働安全衛生講習受講支援 上限額年間100,000円/事業体 

林業機械化対策事業 

 

作業機械等購入支援 

1/2 

以内 

上限額年間500,000円/事業体 

高性能林業機械等(アタッチメ
ント)購入支援 

上限額年間1,500,000円/事業体  

※１事業体あたり年間1台まで 

スマート林業推進支援  

 森林 GIS 解析システムの運用

及び森林資源調査に必要な物

品の購入 

上限額年間1,000,000円/事業体 

森林調査用ドローン購入 
上限額1,000,000円/事業体 
※1事業体あたり2回/年度を上限 

 

交付条件 １ 補助対象者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じることを求

められた場合は、これに応じなければなりません。 

２ 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を

常備し、事業終了後５年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなけ

ればなりません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付条件 ３ 補助金を対象事業以外に使用した場合又は事業の全部若しくは一部を実施し

なかった場合は、当該補助金を返還しなければなりません。 

４ 補助対象者は、この補助金を受けて実施する事業については、国、県（国ま

たは県が出資する財団法人等を含む）の補助金を併せて受けることはできませ

ん。 

５ 収益を目的とした事業は対象外とします。 

６ 補助対象者は、前橋市補助金等交付規則（平成10年前橋市規則第34号）、こ

の要項及び補助金交付決定通知書に記載の交付条件を遵守し、事業を行わなけ

ればなりません。 

交付申請の

方法、時期等 

補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに次の書類により

申請してください。 

押印は省略することが可能です。また、押印を省略した場合は、電子メールに

よる提出も可能です（実績報告、請求も同じです。）。 

なお、押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、必要に応じ、電

話等で確認を行う場合があります。 

１ 交付申請書【様式第１号の１】 

２ 事業収支予算書【様式第１号の２】 

３ 添付書類 

事 業 区 分  添 付 書 類  

林業労働災害防止対策事業 

 安全装備品購入支援 
購入予定物品の見積書又はカタログ等の写し

(購入予定金額がわかるもの) 

労働安全衛生講習受講 
受講予定の講習等の概要、受講費用が確認でき

る書類及び受講予定者名簿 

林業機械化対策事業 

 作業機械等購入支援 

購入予定機器類の見積書及びカタログ等の写

し(購入予定金額がわかるもの) 

高性能林業機械等(アタ

ッチメント)購入支援 

スマート林業推進支援 

４ その他市長が必要と認める書類 

 

【注 1】収支予算書等に、市補助金の充当先と内容を明示してください。 

【注 2】押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、必要に応じ、電

話等で確認を行う場合があります。 

交付決定の

時期等 

申請書類等の審査及び調査を行い、受理した日から３０日以内に、交付の可否、

金額、条件等を決定し通知します。 

 

 

 

 

 

請求の方法、

支払時期等 

 

１ 実績報告書の提出後、補助金額を確定します。 

２ 補助金額が確定した後、補助金交付請求書【様式第７号】により請求してくだ

さい。 

３ 請求後、内容を審査のうえ支払います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業が

変更、中止又

は廃止とな

った場合の

手続 

１ 補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、変更等の

手続が必要となります。（事業の目的及び効果に影響しない軽微な変更を除く） 

２ 上記の場合は、変更等を行う前に、変更等承認申請書【様式第３号】を提出

し、承認の決定を受けなければなりません。 

   なお、補助事業の金額を変更する場合は、交付申請の際に添付した書類のう

ち、変更後の金額がわかるものを必ず添付してください。 

変更等承認

決定の時期

等 

変更等承認申請書を受理した日から３０日以内に、承認の可否を決定し、通知し 

ます。 

実績報告書

の提出 

 

１ 事業が完了した日から３０日以内又は事業完了年度の３月３１日のいずれか

早い日までに次の書類により報告してください。 

(1) 実績報告書【様式第５号の１】 

(2) 事業収支決算書【様式第５号の２】 

 (3) 添付書類 

  ア 補助対象経費の支払を証明する書類の写し（領収書等） 

  イ 事業により取得した安全装備品、作業機器等の写真 

  ウ 事業により受講した講習等の受講が確認できる受講証等の写し 

エ その他市長が必要と認める書類 

２ 上記により提出された書類等の審査及び調査を行い、補助金額を確定し、通

知します。 

【注】収支決算書等に、市補助金の充当先と内容を明示してください。 

交付決定の

取消し又は

補助金の返

還 

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されます。 

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

２  次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなければなりません。 

(1) 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消された場合、その取

消しに係る部分の金額 

(2) 交付を受けた補助金額が、交付の対象となる事業及び経費の実績額に基づ 

き積算し、確定した金額を超える場合、その超える部分の金額 

申請書等の

様式 

１ 交付申請書兼誓約書（様式第１号の１） 

２ 事業収支予算書（様式第1号の２） 

３ 交付決定通知書（様式第２号） 

４ 変更等承認申請書（様式第３号） 

５ 変更等承認通知書（様式第４号） 

６ 実績報告書（様式第５号の１） 

７ 事業収支決算書（様式第５号の２） 

８ 補助金額確定通知書（様式第６号） 

９ 補助金交付請求書（様式第７号） 

 


